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データ連携促進に向けた官民連携の強化
• デジタル社会形成基本法等改正法案の成立により、2025年４月よりデジタル庁がIPAを経産省
と共管し、データ標準策定等、データ連携促進に向けたIPAとの連携体制を整備。

• 産業分野のデータ連携についても、デジタル庁がIPAや関係省庁とともに官民連携を推進。

データ連携に係る重複投資を避け、立ち上がりに要する時間的・金銭的コストを低減するため、デジタル庁
がデータ戦略の司令塔機能を担い、全体最適な形で取組を進める。また、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）をその中核的な実施機関として必要な体制確保を図り、官民連携の枠組みを整備する

（参考）令和７年度デジタル社会の実現に向けた重点計画
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デジタルエコシステム官民協議会の概要
• 経団連をはじめとする産業データスペースの検討に関する提言を踏まえ、新資本主義実行計画
及び重点計画に基づき、2025年6月20日に「デジタルエコシステム官民協議会」を発足。

• 官民の連携の下、データ連携・利活用を促進するエコシステムの形成に取り組む。

＜組織体制＞ ＜委員構成組織＞ ★事務局
属性 参加主体

行政

デジタル庁★
総務省
経済産業省
情報処理推進機構（IPA）★

民間

日本経済団体連合会（経団連）★
デジタル政策フォーラム（DPFJ）
データ社会推進協議会（DSA）
デジタルトラスト協議会（JDTF）
ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会（RRI）

2
※会員: ABtC（自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター）、

日本鉄鋼連盟、JEITA（電子情報技術産業協会）



• EU等の動向も踏まえ、本協議会を軸に産業データスペースの取組を推進。
• 産業界のデータ連携に関するユースケース創出、データスペースの標準化・国際連携は、
経産省・IPAが関係団体と共にウラノス・エコシステムの取組を中心に進めてきたところを加速。

• デジタル庁は、データスペースへのアクセスの前提となる、データ連携における「トラスト」の
整理を進める。

デジタルエコシステム官民協議会における取組の方向性

取組分野 取組の方向性

データ連携のユースケース創出促進・参加組織拡大 社会的要請・国際的ニーズの高い環境分野をはじめ、
データスペースの成功事例を創出

データスペース標準化・国際連携推進
データスペースの技術コンセプト・仕様の共通化を
起点に、参照実装OSSの展開、国際相互運用性の確
保、国際標準化を推進

データ連携における「トラスト」の整理
データ連携に係る国内のトラストサービスを整理・
体系化、海外データスペースへのアクセスに係る論
点を整理

デジタル庁主担当 3



デジタルエコシステム構築の全体像

Level.2  
Scale (Social Value)

Level.0 
Build & Run

産業分野（環境分野Ⅱ）
循環型社会ユースケース

(DPP,RMPを対象)

産業＋公共/準公共分野
Society5.0型ユースケース

商流・物流・金流・人流などの組織を超えた社会システム
企業活動（競争領域）ともシームレスな接続

環境対応に関わる企業
（中小企業含む）
（１万社を目標?）

様々な分野の企業
(国内100万社を目標?)

様々な分野の企業
＋

公共・準公共団体、事業者

日欧間相互接続・運用実現
国際標準化着手

異なる分野・特性のデータスペースに対する
互換的な接続、相互運用実現

対象/
ユースケース

参加
主体

相互
接続性

ト
ラ
ス
ト

産業分野（環境分野Ⅰ）
欧州規制対応ユースケース

(BPP,CMPを対象)

環境規制に関わる企業
（大手主体）
(数100社規模)

日欧間相互接続実証
国際標準化戦略策定

デジタルエコシステム構築に向けては、データスペース構築・テクノロジ開発・トラスト基盤構築の３テーマを連携させながら推進する必要。
多岐に渉る活動を戦略的に推進するために、官民一体となり活動していく。

デ
ー
タ
ス
ペ
ー
ス
構
築

テ
ク
ノ
ロ
ジ

Scale (Volume)

データスペース データスペース＋
AI

サイバーフィジカルデータスペース
＋マルチモーダルAI

データ取得・加工・
編集のAI対応データスペース技術の適用

Level.1 

公的なヒト・事業者のトラスト基盤構築 トラスト基盤の海外連携 モノ・データ・AIエージェントなどへのトラスト拡張

社会活動への
AI利活用

不特定多数の企業の
データスペース参加

国際間DFFTの
実現

https://www.ipa.go.jp/jdep/pdf/news-20260130-1.pdf 4

欧米＋アジアでの
相互接続・運用実現
国際標準化完

https://www.ipa.go.jp/jdep/pdf/news-20260130-1.pdf


トラスト基盤
（データアクセスの
信頼性担保）

ベースレジストリ
（社会共通のデータベース）

各ドメインの
データ標準・連携基盤整備
（分野別のデータ流通促進）

準公共分野 産業分野

法人、不動産、住所基本情報 等

マイナンバーカード・デジタル認証アプリ、GビズID 等

防災、教育等 ODS-RAM etc.
（経産省、IPA）

アプリケーション
（データを処理して利用）

所管省庁・民間企業が
整備 民間企業が整備

行政分野

公共サービスメッシュ

マイナポータル、
e-Gov等

政策
（官民におけるデータ流通の推進）

デジタルエコシステム官民協議会の運営 等

デジタル庁の取組全体像

産業分野についてはIPAと連携
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デジタル公共インフラ（DPI）を整備することで社会のデータ流通コストを低減する
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